
 

質 問 回 答 書 

 

 令和８年６月１８日 

質問項目 質問内容 回答 

道路維持管理支援

システム使用に関

する契約仕様書  

P.1, 4 システム機

能内容 に関して 

地図機能に関して、”⑥モバイル端末で取

得した計測軌跡を表示する機能”とあり

ますが、計測軌跡の表示先は道路維持管

理支援システムのみの認識でよろしいで

しょうか。（モバイル端末には不要でしょ

うか。） 

計測軌跡の表示先は道路維持管理

支援システムのみでも問題ありま

せん。 

第 2 号様式 会社

概要 ２有資格者

数 

当社は業種・事業領域の違いにより、該

当資格者を有しておりません。（子会社の

建設・土木会社には多数有資格者はおり

ます。）今回の場合、システム案件という

事で、当社人数として記載してもよろし

いでしょうか？（「０名」という記載とな

ります。）関連企業の人数の 

 

有資格者数の欄には、貴社人数を記

載してください。 

第 4 号様式 技術

者調書 

１管理技術者 ２

照査技術者 

今回はシステム提案となりますので、上

記管理者は 1 級土木施工管理技士等が担

当しておりません。担当技術者は業務の

実務を遂行する者を記載する認識です。

当社として実績のあるシステム担当者と

して記載をするという事でよろしかった

でしょうか？ 

 

技術者の欄には、本業務の実務を遂

行するシステム担当者を記載して

ください。 

公告文 P.2 

７ 企画書提出 (2)

提出書類 

企画提案書について、正・副ともに会社

名が明記されていても良いでしょうか。 

正・副ともに会社名が明記されてい

ても問題ありません。 



質問項目 質問内容 回答 

実施要領 P.2 

6.選定方法  (2)

プレゼンテーシ

ョン・デモンス

トレーション 

プレゼンテーション・デモンストレーシ

ョンについて、画面表示するモニタもし

くはプロジェクター等の機材について

は、市の方でご準備頂けますでしょうか。

あるいは参加企業側で準備するものはあ

りますでしょうか。 

プレゼンテーション・デモンストレー

ションの際には、松本市側でプロジェ

クター等の機材を用意します。 

実施要領 P.3 

7.審査項目及び

評価基準 (評価

基準展) (2)価格

評価(70点満点) 

「※価格は 3か年分」とありますが、第 6

号様式の見積書では年間事業費用の 1 年

分の記載欄のみです。第 6 号様式に記載

される合計値は、様式の通り、初年度を

含む 2か年分ですよろしいでしょうか。 

第６号様式の合計には、初年度を含む

２か年分の費用を記載してください。 

仕様書 P.1 

４  システム機

能内容 

表 システム基本要件の地図機能に「ゼン

リン住宅地図」がありますが、ゼンリン

住宅地図の使用料を見積に計上する必要

がありますか。計上の必要がある場合、

ID数などの利用条件をご提示いただきた

く、よろしくお願い致します。 

見積には、ゼンリン住宅地図の使用料

も計上してください。ゼンリン住宅地

図の ID数は 6ID以上とします。 

仕様書 P.1 

４  システム機

能内容 

表 システム基本要件の地図機能の①貸

与データは、shp ファイルや csv、Excel

などのシステムで活用できるデジタルデ

ータでしょうか。あるいは、紙資料、PDF

データでしょうか。 

貸与データはデジタルデータになり

ます。 

仕様書 P.2 

５ 機器調達 

「貸与する機器は、スマートフォンもし

くはタブレットを９台」とありますが、

準備する機器は参加企業側で決めて良い

ということでしょうか。 

仕様書 P.2「表 モバイル端末動作環

境」の内容を満たすモバイル端末であ

り、参加企業様側で準備可能なスマー

トフォンとタブレットをそれぞれご

提案ください。最終的なモバイル端末

の決定は、松本市側で行います。 

第３号様式 

業務実績調書 

実施中の業務（工期が令和 9 年 3 月の案

件など）は実績として記載してもよろし

いでしょうか。もしくは令和 8 年 6 月 5

日までに完了した案件のみが実績の対象

でしょうか。 

現在実施中の業務についても、実績と

して記載いただいて構いません。 



 

 

 

質問項目 質問内容 回答 

第３号様式 

業務実績調書 

業務実績における発注機関について、公

益財団法人（または一般財団法人）であ

る県関連団体の場合は業務実績として認

められますでしょうか。 

公益財団法人・一般財団法人につ

いても、業務実績として認めま

す。 

第３号様式 

業務実績調書 

 

TECRIS もしくは契約書の写しの添付は

必要でしょうか。 

TECRIS や契約書の写しの添付

は不要とします。 

第４号様式 

技術者調書 

①経歴の下方に「※管理技術者と照査技

術者、主担当技術者の兼務は認めない。」

とありますが、主担当技術者の技術者調

書は作成が必要でしょうか。 

主担当技術者の技術者調書は作

成不要とします。 

第４号様式 

技術者調書 

管理技術者及び照査技術者の技術者調書

の②業務実績について、照査技術者とし

て対応した案件を業務実績として記載し

てもよろしいでしょうか。もしくは、管

理技術者、担当技術者として実施した案

件のみが業務実績として記載対象でしょ

うか。 

照査技術者として対応した案件

についても、業務実績として記載

いただいて構いません。 

公募型プロポーザ

ル実施要領 

・会社を特定できるような企画提案書の

作成、プレゼンテーションの実施でよろ

しいでしょうか。 

会社を特定できるような企画提

案書の作成、プレゼンテーション

の実施で問題ありません。 

公募型プロポーザ

ル実施要領  6.選

定方法 

・プレゼンテーションとデモンストレー

ションの時間配分や発表順は発表者が説

明 20 分の中で適切に決めてよろしいで

しょうか。 

プレゼンテーションとデモンス

トレーションの仕方については、

説明 20 分間の中で発表者が決め

てください。 



質問項目 質問内容 回答 

仕様書 P.1～

2 表システ

ム基本要件

について  地

図機能 ① 

・「地図や貸与データを表示できること」とあ

りますが、ゼンリン住宅地図、松本市都市計

画図、松本市道路台帳附図、松本市道路網図

と挙げられているもの以外に、表示する地図

や貸与データはありますでしょうか。 

・ゼンリン住宅地図、松本市都市計画図、松

本市道路台帳付図、松本市道路網図等はどの

ようなデータ形式で貸与いただけますでしょ

うか。 

・「ゼンリン住宅地図」が貸与の場合、形式を

ご教示ください。 

・ゼンリン APIの利用は想定されていますで

しょうか。 

・本システムの初期導入時は、ゼンリ

ン住宅地図、松本市都市計画図、松本

市道路台帳附図、松本市道路網図を予

定していますが、システムを使用する

中で、データの追加等を相談する場合

があります。 

・貸与データについては、shpファイ

ル等のデジタルデータでの貸与にな

ります。 

 

・ゼンリン住宅地図は貸与ではありま

せん。 

・現在はゼンリン API の利用を想定

していません。 

仕様書 P.1～

2 表システ

ム基本要件

について  機

能要件 

●道路維持

管理支援シ

ステム⑫ 

・貴市における現在の LINE 通報受付から現

場対応、対応後の報告・記録に至るまでの一

連の業務の流れについて、差し支えない範囲

で結構ですので、具体的な運用イメージ（ど

のような流れで対応されているか）をご教示

ください。 

 

 

・自動連携について、リアルタイムな API等

による連携を想定していますでしょうか。

CSV等によるファイル連携を想定しています

でしょうか。 

・リアルタイムな連携の場合、想定する連携

頻度のイメージをご教示ください。 

・「松本市公式 LINEの道路損傷等通報」の運

用・保守は外部委託されてますでしょうか。 

・外部委託の場合、本業務受注後に委託事業

者との打合せは可能でしょうか。 

・LINE 投稿から取得するデータは、損傷対

象の種別・写真・位置情報・内容以外にどの

ようなデータが取得可能でしょうか。 

・「松本市公式 LINEの道路損傷等通報」には、

９項目の通報内容がありますが、全て道路維

持管理支援システムに取り込みが必要でしょ

うか。 

１.届いた LINE 通報をインターネッ

ト上で確認し、通報内容を印刷及び紙

の受付処理表に記入。 

２.現場作業班に電話にて通報内容を

共有し施工指示。 

３.施工完了後、現場作業班から担当

者へ完了の連絡。 

４.LINE通報者に完了した旨を返信。 

・リアルタイムな連携を想定していま

す。 

 

 

・通報が入り次第都度の連携を想定し

ています。 

・基本的には松本市の内部で運用して

います。 

・打合せ可能です。 

 

・通報した日時も取得可能です。 

 

 

・取り込む通報内容については、契約

後、松本市と契約業者で協議の上、決

定するものとします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問項目 質問内容 回答 

仕様書 P.2 ６検査 ・「システムの動作を確認するため、別紙

に示す機能要件を満足しているか検査を

実施するものとする」とありますが、別

紙をご教示ください。 

別紙と記載してありますが、検

査を行う機能要件は、仕様書

P.1 から P.2 にあります「表 

システム基本要件」の項目「機

能要件」の内容になります。 


